
告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
一
年
六
月
七
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

医
療
法
人
社
団
敬
愛
会
福
島

福
島
市
方
木
田
字
辻
の
内
三
│
五

平
成
二
四
年
六
月
六
日

南
循
環
器
科
病
院

(

医
療
看
護
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
一
年
六
月
十
六
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

医
療
法
人
秀
公
会
あ
づ
ま
脳

福
島
市
大
森
字
柳
下
一
六
│
一

平
成
二
四
年
六
月
一
五
日

神
経
外
科
病
院

(

医
療
看
護
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

河
川
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
堤
防
と
道
路

と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)
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件

三
八
八

○
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と
道
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の
兼
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工
作
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の
管
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の
方
法
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て
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が
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た
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公
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指
定
居
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サ
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ビ
ス
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業
者
を
指
定
し

た
件
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指
定
居
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た
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指
定
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う
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た
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○
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定
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ス
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○
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定
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ー
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ス
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行
う
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更
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た
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介
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業
者
を
指
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件
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一

○
指
定
居
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介
護
支
援
事
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う
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の
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更
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た
旨
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出
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た
件
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九
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居
宅
介
護
支
援
事
業
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行
う
事
業

所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ

っ
た
件
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指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
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行
う
事
業

所
の
名
称
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び
所
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更
し
た
旨

届
出
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あ
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た
件

三
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定
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ー
ビ
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事
業
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を
指

定
し
た
件
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二

○
指
定
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護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
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止
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た
旨
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出
が
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た
件
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定
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護
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防
サ
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ス
事
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行
う
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所
の
名
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更
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た
件

三
九
三

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

三
九
三

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
九
三

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
件

三
九
四

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の

名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
九
四

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

三
九
四

○
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指
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び
所
在
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を
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更
し
た
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出

が
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た
件

三
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五

○
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者
自
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に
よ
る
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定
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祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件

三
九
五

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

三
九
六

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

三
九
六

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
が
指
定
を
辞
退
し
た
件

三
九
六

○
臨
時
種
畜
検
査
を
実
施
す
る
件

三
九
七

福
島
県
公
安
委
員
会
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警
備
業
者
及
び
警
備
員
が
携
帯
す
る
護

身
用
具
の
制
限
等
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

三
九
七

正

誤

○
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
付
け
号
外
第

六
十
号
中

三
九
八



公

告

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川
阿
賀
野
川
水
系
旧
湯
川

二

河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類

右
岸
堤
防

三

河
川
管
理
施
設
の
位
置

会
津
若
松
市
五
月
町
百
二
十
二
番
地
先
か
ら
同
市
同
町
百
四
十
八
番
地
先
ま
で

四

管
理
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

道
路
管
理
者

会
津
若
松
市
長

菅
家

一
郎

会
津
若
松
市
東
栄
町
三
番
四
十
六
号

五

管
理
の
内
容

１

道
路
専
用
施
設(

路
面(
路
盤
の
部
分
を
含
む
。)

、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
も
っ

ぱ
ら
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
新
設(

道
路
の
附
属

物
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２

路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て

の
維
持

３

原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

４

１
、
２
及
び
３
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

又
は

同
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
兼
用
工
作
物
の
管
理(

道
路
専
用
施
設
以
外
の
部
分
に
係
る

同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
行
使
を
除
く
。)

六

管
理
の
期
間

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
道
路
の
存
続
す
る
日
ま
で

(

河
川
計
画
課)

公
告
第
三
百
三
十
一
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

申
請
者
の
名

申
請
者
の
主
た

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

ケ
ア
ヘ
ル
パ

会
津
若
松
市
古

株
式
会
社
楓

福
島
県
会
津
若

平
成
二
一
年

訪
問
介
護

ー
楓

川
町
四
│
八

松
市
真
宮
新
町

六
月
一
日

北
二
│
一
八

有
限
会
社
ハ

須
賀
川
市
木
之

有
限
会
社
ハ

同

県
須
賀
川

同

同

ッ
ピ
ー
バ
ス

崎
字
北
作
三
七

ッ
ピ
ー
バ
ス

市
木
之
崎
字
北

ケ
ア

ケ
ア

作
三
七

ア
サ
ヒ
サ
ン

い
わ
き
市
泉
町

ア
サ
ヒ
サ
ン

東
京
都
北
区
上

同

訪
問
入
浴

ク
リ
ー
ン
在

滝
尻
字
下
谷
地

ク
リ
ー
ン
株

十
条
一
│
二
│

介
護

宅
介
護
セ
ン

一
八
シ
エ
ン
ヌ

式
会
社

一
五

タ
ー
い
わ
き

ア
ク
ア
ー
ジ
ュ

一
階

デ
イ
サ
ー
ビ

同

市
郷
ケ

有
限
会
社
久

福
島
県
い
わ
き

同

通
所
介
護

ス
セ
ン
タ
ー

丘
二
│
三
〇
│

世
原
ケ
ア
プ

市
平
下
荒
川
字

ひ
と
と
樹

三

ラ
ン
サ
ー
ビ

久
世
原
六
│
一

ス

四
〇

こ
も
れ
び
の

相
馬
郡
新
地
町

株
式
会
社
和

同

県
相
馬
郡

同

同

里
今
泉

大
戸
浜
字
木
戸

心

新
地
町
大
戸
浜

脇
二
一
│
三

字
木
戸
脇
二
一

│
三

訪
問
看
護
ス

福
島
市
南
沢
又

福
島
中
央
市

同

県
福
島
市

同

居
宅
療
養

テ
ー
シ
ョ
ン

字
上
並
松
八
│

民
医
療
生
活

野
田
町
一
│
一

管
理
指
導

し
み
ず

六

協
同
組
合

五
│
一
二

株
式
会
社
吉

い
わ
き
市
植
田

株
式
会
社
吉

同

県
い
わ
き

同

福
祉
用
具

田
家
具
店

町
中
央
二
│
一

田
家
具
店

市
植
田
町
中
央

貸
与

│
一

二
│
一
│
一

特
定
福
祉

用
具
販
売

リ
フ
ォ
ー
ム

会
津
若
松
市
鶴

ア
イ
ゼ
ネ
ホ

同

県
会
津
若

同

特
定
福
祉

コ
ン
ビ
ニ

賀
町
二
│
一
五

ー
ム
株
式
会

松
市
鶴
賀
町
二

用
具
販
売

社

│
一
五

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
三
十
二
号
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介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

福
島
赤
十
字

福
島
市
春
日
町

日
本
赤
十
字

福
島
県
福
島
市

平
成
二
一
年

通
所
介
護

春
日
町
デ
イ

一
四
│
一
四

社
福
島
県
支

永
井
川
字
北
原

三
月
三
一
日

サ
ー
ビ
ス
セ

部

田
一
七

ン
タ
ー

デ
イ
サ
ー
ビ

郡
山
市
開
成
四

有
限
会
社
恵

同

県
郡
山
市

平
成
二
一
年

同

ス
ふ
ぁ
み
り

│
九
│
一
七
あ

比
寿

堤
二
│
一
三
三

五
月
一
日

あ

さ
か
Ｂ

株
式
会
社
テ

同

市
喜
久
田

株
式
会
社
テ

同

市

同

訪
問
介
護

ー
シ
ー
サ
ー

町
卸
三
│
一
〇

ー
シ
ー
サ
ー

虎
丸
町
一
一
│

ビ
ス
郡
山
北

ビ
ス

二
二

営
業
所

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
三
十
三
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の
事

変
更
後
の
事

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

サ
ー
ビ
ス

業
所
の
名
称

業
所
の
名
称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

二
本
松
市
社

二
本
松
市
社

二
本
松
市
上
長

社
会
福
祉
法

福
島
県
二
本
松

訪
問
介
護

会
福
祉
協
議

会
福
祉
協
議

折
字
行
部
内
一

人
二
本
松
市

市
若
宮
二
│
六

会
ヘ
ル
パ
ー

会
ヘ
ル
パ
ー

二
六
│
一

社
会
福
祉
協

九

ス
テ
ー
シ
ョ

ス
テ
ー
シ
ョ

議
会

ン
い
わ
し
ろ

ン
い
わ
し
ろ
・

と
う
わ

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
三
十
四
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

称(

個
人
に

た
る
事
務
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

の
所
在
地

氏
名)

(

個
人
に
あ

っ
て
は
、
住

所)

二
本
松
市
社

二
本
松
市
若
宮

二
本
松
市
油
井

社
会
福
祉
法

福
島
県
二
本

訪
問
入
浴

会
福
祉
協
議

二
│
六
九

字
濡
石
一
│
二

人
二
本
松
市

松
市
若
宮
二

介
護

会
入
浴
ス
テ

社
会
福
祉
協

│
六
九

ー
シ
ョ
ン
に

議
会

ほ
ん
ま
つ

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
三
十
五
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の

変
更
後
の

変
更
前
の

変
更
後
の

事
業
者
の

事
業
者
の

サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

名
称(

個

主
た
る
事

の
種
類

名

称

名

称

所

在

地

所

在

地

人
に
あ
っ

務
所
の
所
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て
は
、
氏

在
地(

個

名)

人
に
あ
っ

て
は
、
住

所)
二
本
松
市

二
本
松
市

二
本
松
市
若

二
本
松
市
油

社
会
福
祉

福
島
県
二

訪
問
介
護

社
会
福
祉

社
会
福
祉

宮
二
│
六
九

井
字
濡
石
一

法
人
二
本

本
松
市
若

協
議
会
ヘ

協
議
会
ヘ

│
二

松
市
社
会

宮
二
│
六

ル
パ
ー
ス

ル
パ
ー
ス

福
祉
協
議

九

テ
ー
シ
ョ

テ
ー
シ
ョ

会

ン
に
ほ
ん

ン
に
ほ
ん

ま
つ

ま
つ
・
あ

だ
ち

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
三
十
六
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

申
請
者
の
名
称

申
請
者
の
主
た
る

指
定
年
月
日

事
務
所
の
所
在
地

な
じ
み
逢
瀬
居
宅

郡
山
市
逢
瀬
町
多

株
式
会
社
ケ
ア

福
島
県
郡
山
市
�

平
成
二
一
年

介
護
支
援
事
業
所

田
野
字
上
山
田
原

ブ
レ
ー
ン
ズ

瀬
町
多
田
野
字
上

六
月
一
日

一
│
二
六
四

山
田
原
一
│
二
六

四

ほ
の
ぼ
の
ハ
ウ
ス

い
わ
き
市
常
磐
上

ハ
ー
ト
株
式
会

同

県
い
わ
き
市

同

湯
長
谷
町
湯
台
堂

社

常
磐
上
湯
長
谷
町

一
〇
二
│
四

湯
台
堂
一
〇
二
│

四

指
定
居
宅
介
護
支

同

市
小
名
浜

株
式
会
社
来
夢

同

市

同

援
事
業
所
輝
清

大
原
字
丙
新
地
二

小
名
浜
大
原
字
丙

五
│
一
四

新
地
二
五
│
一
四

秀
公
会
指
定
居
宅

伊
達
市
保
原
町
大

医
療
法
人
秀
公

同

県
福
島
市
大

同

介
護
支
援
事
業
所

泉
字
小
作
逢
一
五

会

森
字
柳
下
一
六
│

あ
づ
ま

│
一

一

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
三
十
七
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事

業

所

の

事

業

者

事
業
者
の
主
た
る

所
の
名
称

所
の
名
称

所

在

地

の

名

称

事
務
所
の
所
在
地

老
人
保
健
施
設

介
護
老
人
保
健

相
馬
市
小
泉
字
高

医
療
法
人
社
団

福
島
県
相
馬
市
沖

ベ
テ
ラ
ン
ズ
サ

施
設
ベ
テ
ラ
ン

池
三
一
九
│
一

茶
畑
会

の
内
三
│
五
│
一

ー
ク
ル

ズ
サ
ー
ク
ル
居

八

宅
介
護
支
援
事

業
所

二
本
松
市
社
会

二
本
松
市
社
会

二
本
松
市
上
長
折

社
会
福
祉
法
人

同

県
二
本
松
市

福
祉
協
議
会
居

福
祉
協
議
会
居

字
行
部
内
一
二
六

二
本
松
市
社
会

若
宮
二
│
六
九

宅
介
護
支
援
事

宅
介
護
支
援
事

│
一

福
祉
協
議
会

業
所
い
わ
し
ろ

業
所
い
わ
し
ろ
・

と
う
わ

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
三
十
八
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

変
更
前
の
事
業
所

変
更
後
の
事
業
所

事

業

者

事
業
者
の
主
た
る

の

名

称

の

所

在

地

の

所

在

地

の

名

称

事
務
所
の
所
在
地

介
護
専
門
店
ハ

伊
達
市
保
原
町
三

伊
達
市
保
原
町
宮

有
限
会
社
地

福
島
県
伊
達
郡
桑
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イ
ジ

│
八
ス
リ
ー
エ
イ

下
六
七
│
三

域
サ
ポ
ー
ト

折
町
伊
達
崎
字
道

ト
ビ
ル
一
階

研
究
所

林
一
三

Ｊ
Ａ
み
ち
の
く

本
宮
市
本
宮
字
戸

二
本
松
市
平
石
町

み
ち
の
く
安

同

県
二
本
松
市

安
達
指
定
居
宅

崎
四
一

六
四
│
一

達
農
業
協
同

成
田
町
一
│
八
二

介
護
支
援
事
業

組
合

一
│
一

所

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
三
十
九
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の

変
更
後
の

変
更
前
の

変
更
後
の

事
業
者
の
名
称

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

事
務
所
の
所
在
地

名

称

名

称

所

在

地

所

在

地

二
本
松
市

二
本
松
市

二
本
松
市
若

二
本
松
市
油

社
会
福
祉
法
人

福
島
県
二
本
松
市

社
会
福
祉

社
会
福
祉

宮
二
│
六
九

井
字
濡
石
一

二
本
松
市
社
会

若
宮
二
│
六
九

協
議
会
居

協
議
会
居

│
二

福
祉
協
議
会

宅
介
護
支

宅
介
護
支

援
事
業
所

援
事
業
所

に
ほ
ん
ま

に
ほ
ん
ま

つ

つ
・
あ
だ

ち

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
四
十
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

申
請
者
の
名

申
請
者
の
主
た

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

ケ
ア
ヘ
ル
パ

会
津
若
松
市
古

株
式
会
社
楓

福
島
県
会
津
若

平
成
二
一
年

介
護
予
防

ー
楓

川
町
四
│
八

松
市
真
宮
新
町

六
月
一
日

訪
問
介
護

北
二
│
一
八

有
限
会
社
ハ

須
賀
川
市
木
之

有
限
会
社
ハ

同

県
須
賀
川

同

同

ッ
ピ
ー
バ
ス

崎
字
北
作
三
七

ッ
ピ
ー
バ
ス

市
木
之
崎
字
北

ケ
ア

ケ
ア

作
三
七

ア
サ
ヒ
サ
ン

い
わ
き
市
泉
町

ア
サ
ヒ
サ
ン

東
京
都
北
区
上

同

介
護
予
防

ク
リ
ー
ン
在

滝
尻
字
下
谷
地

ク
リ
ー
ン
株

十
条
一
│
二
│

訪
問
入
浴

宅
介
護
セ
ン

一
八
シ
エ
ン
ヌ

式
会
社

一
五

介
護

タ
ー
い
わ
き

ア
ク
ア
ー
ジ
ュ

一
階

デ
イ
サ
ー
ビ

同

市
郷
ケ

有
限
会
社
久

福
島
県
い
わ
き

同

介
護
予
防

ス
セ
ン
タ
ー

丘
二
│
三
〇
│

世
原
ケ
ア
プ

市
平
下
荒
川
字

通
所
介
護

ひ
と
と
樹

三

ラ
ン
サ
ー
ビ

久
世
原
六
│
一

ス

四
〇

こ
も
れ
び
の

相
馬
郡
新
地
町

株
式
会
社
和

同

県
相
馬
郡

同

同

里
今
泉

大
戸
浜
字
木
戸

心

新
地
町
大
戸
浜

脇
二
一
│
三

字
木
戸
脇
二
一

│
三

訪
問
看
護
ス

福
島
市
南
沢
又

福
島
中
央
市

同

県
福
島
市

同

介
護
予
防

テ
ー
シ
ョ
ン

字
上
並
松
八
│

民
医
療
生
活

野
田
町
一
│
一

居
宅
療
養

し
み
ず

六

協
同
組
合

五
│
一
二

管
理
指
導

株
式
会
社
吉

い
わ
き
市
植
田

株
式
会
社
吉

同

県
い
わ
き

同

介
護
予
防

田
家
具
店

町
中
央
二
│
一

田
家
具
店

市
植
田
町
中
央

福
祉
用
具

│
一

二
│
一
│
一

貸
与

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売
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リ
フ
ォ
ー
ム

会
津
若
松
市
鶴

ア
イ
ゼ
ネ
ホ

同

県
会
津
若

同

特
定
介
護

コ
ン
ビ
ニ

賀
町
二
│
一
五

ー
ム
株
式
会

松
市
鶴
賀
町
二

予
防
福
祉

社

│
一
五

用
具
販
売

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
四
十
一
号

介
護
保
険
法(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(
個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)
あ
っ
て
は
、
住

所)

福
島
赤
十
字

福
島
市
春
日
町

日
本
赤
十
字

福
島
県
福
島
市

平
成
二
一
年

介
護
予
防

春
日
町
デ
イ

一
四
│
一
四

社
福
島
県
支

永
井
川
字
北
原

三
月
三
一
日

通
所
介
護

サ
ー
ビ
ス
セ

部

田
一
七

ン
タ
ー

デ
イ
サ
ー
ビ

郡
山
市
開
成
四

有
限
会
社
恵

同

県
郡
山
市

平
成
二
一
年

同

ス
ふ
ぁ
み
り

│
九
│
一
七
あ

比
寿

堤
二
│
一
三
三

五
月
一
日

あ

さ
か
Ｂ

株
式
会
社
テ

同

市
喜
久
田

株
式
会
社
テ

同

市

同

介
護
予
防

ー
シ
ー
サ
ー

町
卸
三
│
一
〇

ー
シ
ー
サ
ー

虎
丸
町
一
一
│

訪
問
介
護

ビ
ス
郡
山
北

ビ
ス

二
二

営
業
所

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
四
十
二
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の
事

変
更
後
の
事

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

サ
ー
ビ
ス

業
所
の
名
称

業
所
の
名
称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

二
本
松
市
社

二
本
松
市
社

二
本
松
市
上
長

社
会
福
祉
法

福
島
県
二
本
松

介
護
予
防

会
福
祉
協
議

会
福
祉
協
議

折
字
行
部
内
一

人
二
本
松
市

市
若
宮
二
│
六

訪
問
介
護

会
ヘ
ル
パ
ー

会
ヘ
ル
パ
ー

二
六
│
一

社
会
福
祉
協

九

ス
テ
ー
シ
ョ

ス
テ
ー
シ
ョ

議
会

ン
い
わ
し
ろ

ン
い
わ
し
ろ
・

と
う
わ

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
四
十
三
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

称(

個
人
に

た
る
事
務
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

の
所
在
地

氏
名)

(

個
人
に
あ

っ
て
は
、
住

所)

二
本
松
市
社

二
本
松
市
若
宮

二
本
松
市
油
井

社
会
福
祉
法

福
島
県
二
本

介
護
予
防

会
福
祉
協
議

二
│
六
九

字
濡
石
一
│
二

人
二
本
松
市

松
市
若
宮
二

訪
問
入
浴

会
入
浴
ス
テ

社
会
福
祉
協

│
六
九

介
護

ー
シ
ョ
ン
に

議
会

ほ
ん
ま
つ

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
四
十
四
号
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介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の

変
更
後
の

変
更
前
の

変
更
後
の

事
業
者
の

事
業
者
の

サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

名
称(

個

主
た
る
事

の
種
類

名

称

名

称

所

在

地

所

在

地

人
に
あ
っ

務
所
の
所

て
は
、
氏

在
地(

個

名)

人
に
あ
っ

て
は
、
住

所)

二
本
松
市

二
本
松
市

二
本
松
市
若

二
本
松
市
油

社
会
福
祉

福
島
県
二

介
護
予
防

社
会
福
祉

社
会
福
祉

宮
二
│
六
九

井
字
濡
石
一

法
人
二
本

本
松
市
若

訪
問
介
護

協
議
会
ヘ

協
議
会
ヘ

│
二

松
市
社
会

宮
二
│
六

ル
パ
ー
ス

ル
パ
ー
ス

福
祉
協
議

九

テ
ー
シ
ョ

テ
ー
シ
ョ

会

ン
に
ほ
ん

ン
に
ほ
ん

ま
つ

ま
つ
・
あ

だ
ち

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
三
百
四
十
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所

事
業
所
の
所

事
業
者

事
業
者
の
主

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

の
名
称

在
地

の
名
称

た
る
事
務
所

の
種
類

主
た
る
対
象

の
所
在
地

者

ヘ
ル
パ

伊
達
市
保
原

株
式
会

福
島
県
伊
達

平
成
二
一
年

居
宅
介
護

特
定
な
し

ー
ス
テ

町
字
十
丁
目

社
扇
寿

市
保
原
町
字

六
月
一
日

重
度
訪
問

ー
シ
ョ

一
四
│
一
ガ

八
幡
町
二
〇

介
護

ン
え
び

ー
デ
ン
パ
レ

ス
保
原
一
〇

七
号

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
三
百
四
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の

変
更
後
の

事
業
所
の
所

事
業
者
の

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の

事
業
所
の

在
地

名
称

た
る
事
務
所

の
種
類

の
主
た
る

名
称

名
称

の
所
在
地

対
象
者

霊
山
ヘ
ル

霊
山
・
月

伊
達
市
霊
山

社
会
福
祉

福
島
県
伊
達

居
宅
介
護

特
定
な
し

パ
ー
ス
テ

舘
ヘ
ル
パ

町
字
掛
田
字

法
人
伊
達

市
保
原
町
字

重
度
訪
問

ー
シ
ョ
ン

ー
ス
テ
ー

町
田
一
四
│

市
社
会
福

宮
下
一
一
一

介
護

シ
ョ
ン

五

祉
協
議
会

│
二

梁
川
ヘ
ル

伊
達
・
梁

同

市
梁
川

同

同

同

同

パ
ー
ス
テ

川
・
保
原

町
字
元
陣
内

ー
シ
ョ
ン

へ
ル
パ
ー

一
│
二

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

二
本
松
市

二
本
松
市

二
本
松
市
上

社
会
福
祉

同

県
二
本

居
宅
介
護

同

社
会
福
祉

社
会
福
祉

長
折
字
行
部

法
人
二
本

松
市
若
宮
二

協
議
会
ヘ

協
議
会
ヘ

内
一
二
六
│

松
市
社
会

│
六
九

ル
パ
ー
ス

ル
パ
ー
ス

一

福
祉
協
議

テ
ー
シ
ョ

テ
ー
シ
ョ

会

ン
い
わ
し

ン
い
わ
し

ろ

ろ
・
と
う

わ
(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
三
百
四
十
七
号
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障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の

変
更
後
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

名
称

事
業
所
の

事
業
所
の

名
称

た
る
事
務
所

の
種
類

主
た
る
対
象

所
在
地

所
在
地

の
所
在
地

者

ハ
ー
ト
フ

福
島
市
南

福
島
市
南

株
式
会
社

福
島
県
福
島

居
宅
介
護

身
体
障
害
者

ル
ス
テ
ー

矢
野
目
字

矢
野
目
字

北
福
島
タ

市
南
矢
野
目

重
度
訪
問

知
的
障
害
者

シ
ョ
ン

桜
内
二
四

桜
内
三
六

ク
シ
ー

字
桜
内
三
六

介
護

障
害
児

│
二

│
一

│
一

介
護
の
わ

い
わ
き
市

い
わ
き
市

有
限
会
社

同

県
い
わ

同

特
定
な
し

ら
べ

平
下
荒
川

郷
ケ
丘
二

久
世
原
ケ

き
市
平
下
荒

字
久
世
原

│
三
〇
│

ア
プ
ラ
ン

川
字
久
世
原

六
│
一
四

三

サ
ー
ビ
ス

六
│
一
四
〇

〇

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
三
百
四
十
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

変
更
後

変
更
前
の

変
更
後
の

事
業
者

事
業
者
の

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

の
事
業

の
事
業

事
業
所
の

事
業
所
の

の
名
称

主
た
る
事

の
種
類

の
主
た
る

所
の
名

所
の
名

所
在
地

所
在
地

務
所
の
所

対
象
者

称

称

在
地

二
本
松

二
本
松

二
本
松
市

二
本
松
市

社
会
福

二
本
松
市

居
宅
介
護

特
定
な
し

市
社
会

市
社
会

若
宮
二
│

濡
石
一
│

祉
法
人

若
宮
二
│

福
祉
協

福
祉
協

六
九

二

二
本
松

六
九

議
会
ヘ

議
会
ヘ

市
社
会

ル
パ
ー

ル
パ
ー

福
祉
協

ス
テ
ー

ス
テ
ー

議
会

シ
ョ
ン

シ
ョ
ン

に
ほ
ん

に
ほ
ん

ま
つ

ま
つ
・

あ
だ
ち

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
三
百
四
十
九
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
次
に
掲
げ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
廃

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所

事
業
所
の
所

事
業
者

事
業
者
の
主

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

の
名
称

在
地

の
名
称

た
る
事
務
所

の
種
類

主
た
る
対
象

の
所
在
地

者

伊
達
ヘ

伊
達
市
箱
崎

社
会
福

福
島
県
伊
達

平
成
二
一
年

居
宅
介
護

特
定
な
し

ル
パ
ー

字
川
端
七

祉
法
人

市
保
原
町
字

三
月
三
一
日

重
度
訪
問

ス
テ
ー

伊
達
市

宮
下
一
一
一

介
護

シ
ョ
ン

社
会
福

│
二

祉
協
議

会

二
本
松

二
本
松
市
針

社
会
福

同

県
二
本

同

居
宅
介
護

同

市
社
会

道
字
蔵
下
二

祉
法
人

松
市
若
宮
二

福
祉
協

二

二
本
松

│
六
九

議
会
ヘ

市
社
会

ル
パ
ー

福
祉
協

ス
テ
ー

議
会

シ
ョ
ン

と
う
わ

二
本
松

同

市
油

同

同

同

同

同

社
会
福

井
字
濡
石
一

祉
協
議

│
二
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会
ヘ
ル

パ
ー
ス

テ
ー
シ

ョ
ン
あ

だ
ち

夢
あ
る

会
津
若
松
市

特
定
非

福
島
県
会
津

同

重
度
訪
問

同

き
ヘ
ル

町
北
町
藤
室

営
利
活

若
松
市
町
北

介
護

パ
ー
ス

南
一
八
九
│

動
法
人

町
藤
室
南
一

テ
ー
シ

一

夢
あ
る

八
九
│
一

ョ
ン

き

へ
る
ぱ

い
わ
き
市
好

有
限
会

同

県
い
わ

平
成
二
一
年

居
宅
介
護

同

ー
ス
テ

間
町
上
好
間

社
拓

き
市
好
間
町

四
月
一
日

重
度
訪
問

ー
シ
ョ

字
馬
場
前
三

上
好
間
字
馬

介
護

ン
だ
ん

九
│
六

場
前
三
九
│

ら
ん
の

六

里山
内
ク

い
わ
き
市
平

医
療
法

同

同

同

身
体
障
害
者

リ
ニ
ッ

谷
川
瀬
字
三

人
医
和

市
平
谷
川

ク
ヘ
ル

十
九
町
一
九

生
会

瀬
字
三
十
九

パ
ー
ス

│
三

町
一
九
│
三

テ
ー
シ

ョ
ン

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
三
百
五
十
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

自
立
支
援

指
定
す
る

主
と
し
て
担
当

医
療
の
種

診
療
科
名

す
る
医
師
又
は

類

歯
科
医
師

ク
オ
ー
ル
薬
局

福
島
市
八
島
田

平
成
二
一
年

育
成
医
療

調
剤

さ
さ
き
の
店

字
琵
琶
渕
六
二

六
月
一
日

更
生
医
療

│
一

精
神
通
院

医
療

ア
イ
ル
薬
局
西

同

市
三
河
南

同

精
神
通
院

同

口
店

町
四
│
一
三

医
療

有
限
会
社
し
み

伊
達
市
保
原
町

同

育
成
医
療

同

ず
薬
局
保
原
店

二
井
田
字
秋
切

更
生
医
療

一
│
一

須
賀
川
ス
カ
イ

須
賀
川
市
弘
法

同

精
神
通
院

同

薬
局

坦
五
三
│
八

医
療

株
式
会
社
く
す

い
わ
き
市
錦
町

同

同

同

り
の
マ
ル
ト
調

綾
ノ
内
一
二
一

剤
薬
局
鳥
居
店

ス
マ
イ
ル
薬
局

同

市
泉
町

同

同

同

一
│
三
│
四

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
三
百
五
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の
名
称

変
更
後
の
名
称

所

在

地

自
立
支
援
医

指
定
さ
れ
て
い

療
の
種
類

る
診
療
科
名

岩
井
薬
局
競
馬
場

競
馬
場
前
薬
局

福
島
市
旭
町
九
│

精
神
通
院
医

調
剤

前
店

二
四

療

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
三
百
五
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
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福
島
県
公
安
委
員
会

定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、
当
該
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

自
立
支
援
医
療

辞
退
し
た

の
種
類

診
療
科
名

ク
オ
ー
ル
薬
局
さ
さ
き

福
島
市
北
中
央
三
│

平
成
二
一
年

育
成
医
療

調
剤

の
店

三
八
│
一

五
月
三
一
日

更
生
医
療

精
神
通
院
医
療

ア
イ
ル
薬
局
西
口
店

同

市
三
河
南
町
七

同

精
神
通
院
医
療

同

│
八

須
賀
川
ス
カ
イ
薬
局

須
賀
川
市
弘
法
坦
五

同

同

同

三
│
八

株
式
会
社
く
す
り
の
マ

い
わ
き
市
錦
町
綾
ノ

平
成
二
一
年

同

同

ル
ト
調
剤
薬
局
鳥
居
店

内
一
二
六

四
月
二
八
日

ス
マ
イ
ル
薬
局

同

市
泉
町
一
│

平
成
二
一
年

同

同

三
│
四

四
月
三
〇
日

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
三
百
五
十
三
号

家
畜
改
良
増
殖
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
臨
時

種
畜
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

検
査
対
象
種
畜

疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ
て
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
が
平
成
二
十
一

年
度
に
行
っ
た
定
期
種
畜
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
牛
、
馬
及
び
豚
の
雄
で
あ
っ
て
、

種
付
け
又
は
家
畜
人
工
授
精
の
用
に
供
す
る
精
液
の
採
取
の
用
に
供
し
、
又
は
供
し
よ
う
と
す
る
も

の
に
限
る
。
た
だ
し
、
豚
に
あ
っ
て
は
、
家
畜
人
工
授
精
の
用
に
供
す
る
精
液
の
採
取
の
用
に
供
し
、

又
は
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。

二

検
査
の
期
日
及
び
場
所

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の

福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
期
日
及
び
場
所
と
す
る
。

(

畜

産

課)

警
備
業
者
及
び
警
備
員
が
携
帯
す
る
護
身
用
具
の
制
限
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
21年
６
月
12日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

警
備
業
者
及
び
警
備
員
が
携
帯
す
る
護
身
用
具
の
制
限
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

警
備
業
者
及
び
警
備
員
が
携
帯
す
る
護
身
用
具
の
制
限
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和
47年
福
島
県
公
安

委
員
会
規
則
第
９
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
１
条
中
｢第
10条
第
１
項
｣
を
｢第
17条
第
１
項
｣
に
改
め
る
｡

第
２
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
｢も
の
｣
の
次
に
｢
(鋭
利
な
部
位
が
な
い
も
の
に
限
る
｡
)
以

外
の
も
の
｣
を
加
え
､
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

�
警
戒
棒
(形
状
が
円
棒
で
長
さ
が
30セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
90セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
で
あ
り
､
か
つ
､
重
量
が
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
長
さ
の
区
分
に
応
じ
､
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
範
囲
の
も
の
に
限
る
｡
)

長
さ

重
量

30セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
40セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

160グ
ラ
ム
以
下

40セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
50セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

220グ
ラ
ム
以
下

50セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
60セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

280グ
ラ
ム
以
下

60セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
70セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

340グ
ラ
ム
以
下

70セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
80セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

400グ
ラ
ム
以
下

80セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
90セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

460グ
ラ
ム
以
下

�
警
戒
杖 じ
よ
う

(形
状
が
円
棒
で
長
さ
が
90セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
130セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

も
の
で
あ
り
､
か
つ
､
重
量
が
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
長
さ
の
区
分
に
応
じ
､
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
範
囲
の
も
の
に
限
る
｡
)
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四

ペ
ー
ジ

上 段

後
ろ
か

ら
一 行

｢

介
護
療
養
型
医
療
施
設
等｣

正

｢

介
護
療
養
型
医
療
施
設｣

等

誤

長
さ

重
量

90セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
100セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

510グ
ラ
ム
以
下

100セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
110セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

570グ
ラ
ム
以
下

110セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
120セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

630グ
ラ
ム
以
下

120セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
130セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

690グ
ラ
ム
以
下

�
刺
股 ま
た

�
非
金
属
製
の
楯 た
て

�
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
､
携
帯
す
る
こ
と
に
よ
り
人
に
著
し
く
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
お

そ
れ
が
な
く
､
か
つ
､
人
の
身
体
に
重
大
な
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の

第
３
条
中
｢警
戒
杖
｣
を
｢警
戒
杖 じ
よ
う｣
に
改
め
る
｡

第
４
条
中
｢警
戒
杖
｣
を
｢警
戒
杖 じ
よ
う｣
に
改
め
､
同
条
第
１
号
中
｢第
11条
の
６
第
１
項
｣
を
｢第

42条
第
１
項
｣
に
改
め
､
同
条
第
２
号
中
｢警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
(昭
和
61年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
５
号
｣
を
｢警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
20号
｣
に
､
｢第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
常
駐
警
備
業
務
｣
を
｢第
１
条
第
２
号
に
規
定
す

る
施
設
警
備
業
務
｣
に
改
め
､
同
条
第
３
号
中
｢第
１
条
第
１
項
の
表
｣
を
｢第
１
条
第
５
号
｣
に
､

｢核
燃
料
物
質
等
運
搬
警
備
業
務
及
び
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
｣
を
｢核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警

備
業
務
｣
に
改
め
､
同
条
に
次
の
１
号
を
加
え
る
｡

�
検
定
規
則
第
１
条
第
６
号
に
規
定
す
る
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務

第
５
条
を
削
る
｡

附
則

(施
行
期
日
)

１
こ
の
規
則
は
､
平
成
21年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
､
第
１
条
､
第
３
条
及
び
第
４
条

の
改
正
規
定
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(経
過
措
置
)

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
警
備
業
法
(昭
和
47年

法
律
第
117号

)
第
17条

第
２
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
16条
第
２
項
又
は
第
11条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
が
さ
れ
た
警
備
業
者
又
は

警
備
員
の
携
帯
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
警
備
業
者
及
び
警
備
員
が
携
帯
す
る
護
身
用
具
の

制
限
等
に
関
す
る
規
則
第
２
条
第
２
号
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
警
戒
棒
又
は
警
戒
杖 じ
よ
うで
､
改
正
後
の

警
備
業
者
及
び
警
備
員
が
携
帯
す
る
護
身
用
具
の
制
限
等
に
関
す
る
規
則
第
２
条
第
１
号
又
は
第
２

号
に
該
当
し
な
い
も
の
(以
下
｢旧
基
準
警
戒
棒
等
｣
と
い
う
｡
)
に
つ
い
て
は
､
同
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
､
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
10年
間
は
､
当
該
届
出
を
行
っ
た
警
備
業
者

又
は
当
該
警
備
業
者
の
警
備
員
は
､
当
該
警
備
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
旧
基
準
警
戒
棒
等
を
携
帯

す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(生
活
安
全
企
画
課
)

正

誤

○
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
付
け
号
外
第
六
十
号
中
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